
 日本臨床細胞学会東海連合会規約  

 

第１章 名称と事務局  

第１条 本会は「日本臨床細胞学会東海連合会」と称する。  

第２条 本会の所在地は愛知県名古屋市千種区鹿子殿1番1 

愛知県がんセンター遺伝子病理診断部とする。事務局も同様とする。 

 

第２章 目的と事業  

第３条   本会は東海三県（愛知・岐阜・三重）における臨床細胞学の進歩と普及をはか

ることを目的とする。  

第４条   本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

１、 学術集会および例会の開催  

２、 その他本会の目的達成のため必要な事業  

 

第３章 会 員  

第５条   本会の構成員は、「公益社団法人日本臨床細胞学会」に所属し、東海三県（愛知・

岐阜・三重）の各県に在籍あるいは在住する「日本臨床細胞学会東海連合会」

の会員をもって組織する。また、非会員で本会の学術集会ならび例会に参加する

ものを当日会員、講座・講習会および模擬試験に参加するものをジュニア会員と

する。当日会員の参加料は請求し、ジュニア会員の登録料は請求しないものとす

る。 

第６条   会員は、本会が開催する集会に関する通知を受け集会に出席して業績を発表し、

発言することができる。  

第７条   本会に多大な貢献をなしたものは、幹事会及び総会の決議に基づいて名誉会員に

推薦されることがある。  

第８条   本会の事業に寄付その他援助を与える団体または個人を賛助会員とすることが

できる。 

 

                          第４章 役 員  

第９条   本会に下記の役員をおく。  

会長 １名      幹事 若干名      監事 １名 

第１０条 会長は三県「公益社団法人日本臨床細胞学会」の会長の互選により選出し、幹

事会の承認を経て総会に報告する。  

第１１条 会長は随時幹事会を招集し、本会に関する重要事項を協議し実行する。  

第１２条 会長の任期は２年とし再任を妨げない。ただし２期４年を超えないものとす



る。幹事および監事は会長が委嘱する。幹事および監事の任期は２年とし再

任を妨げない。ただし、三県外への転勤および退職の場合は辞退するものと

する。 

 

第５章 会議の開催  

第１３条 本会は年１回の総会、学術集会と年３回の例会を開催する。学術集会長及び例会

長は幹事会において決定する。  

第１４条 会長は、学術集会、例会以外に随時研修会などを開催することができる。 

第１５条 東海連合会総会の成立・承認は、総会の開催形式や出席者数に関係なく、出席者

から反対意見が出なかった場合を承認とする。 

  

第６章 会 計  

第１６条 本会の経費は、会費・寄付金をもって充当する。尚、継続して２年以上会費を

滞納し督促に応じないときは、会員の資格を喪失する。  

第１７条 「公益社団法人日本臨床細胞学会」名誉理事長、名誉会員、功労会員は会費を免

除される。  

第１８条 本会の会計は振替口座での代表を含め事務局幹事が担当管理する。  

第１９条 本会の会計年度は毎年１月１日にはじまり、同年１２月３１日に終わる。  

 

第７章 規約の変更  

第２０条 この規約の変更は幹事会の決定によって行われる。  

 

付 則  

（設立年月日）本会の設立年月日は平成８年１月１日である。本規約も同日制定、施行。  

平成１７年１月１日 一部改訂。  

平成１９年１月１日 一部改訂。  

平成２３年９月８日 一部改訂。  

平成２４年１月４日 一部改訂。  

平成２５年４月１日 一部改訂。 

平成２７年４月１日 一部改訂。 

平成２８年９月１日 一部改訂。 

平成３１年３月２日 一部改訂。 

令和３年４月１日 一部改訂。 

令和５年４月１日 一部改訂。 

令和６年４月１日 一部改訂。 

令和７年４月１日 一部改訂。 


